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意思決定に向けた
支援プロセス

映像で学ぶ意思決定支援
－実践に向けたポイント－

①支援付き意思決定の実践
（意思決定責任者による
ファシリテーション）

障害福祉サービスの提供等に係る意思決定支援
ガイドライン研修
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①理解・②記憶保持・③比較検討・④表現の各要素を踏まえて、意思決定支援
が尽くされても「どうしても意思決定や意思確認が困難な状態」といえるか？

自己決定・意思確認は可能

1.意思決定能力の存在推定

2.本人による意思決定のための実行可能なあらゆる支援

3.不合理にみえる意思決定≠意思決定能力に欠けること

5. 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

6. 最終手段かつ必要最小限度の介入 他者が決定・
介入する領域
（代行決定）

本人が決める領域
（支援付き意思決定・
意思決定支援）

行為ごとの本人の能力＋支援者の意思決定支援力

意思形成・表明・
（実現）支援

4. 意思推定
(代行決定)

法的保護の観点から、これ以上
決定を先延ばしできない場合

どうしても
困難

確実性ある 推定すら不可

推定可

明確な根拠
に基づく

確実とは
いえない

支援付き意思決定と代理代行決定
～意思決定の領域とプロセスの全体像～

意思決定能力・意思決定支援への課題を感じる場合→意思決定能力アセスメント

表明された（又は推定される）意思が、「本人にとって見過ごすことのできない
重大な影響を生ずる」確実性はあるか？

７. 原則１に戻る

ver.３

本人の信条・選好・価値観を最大限尊重した
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「意思決定支援」における基本視点

◆

あらゆる人が自分で決定し、自分の人生を決める権利を持っ
ている＝対等なパートナーとして、意思決定の中心には常に
本人がいる。

◆ 常に自問自答すること。
－本人が自己決定するためのベストチャンスを与えられ
ているか？

１ 環境はふさわしいか。決定を議論するのに適切な時期か

２ 十分な時間をとって十分な情報や明確な選択
肢が与えられているか

３ 写真や映像等、本人が理解しやすい形で情報
提供されているか

４ 利益、不利益、予想される結果（見通し）を
議論しているか

本人中心主義 (パーソン・センタード)

85
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意思形成支援のポイント

✓支援者の価値判断が先行していないか？
◼判断の前に本人の希望に着目し、「開かれた質問」で尋ねる。

✓本人の「理解」と支援者の「理解」に相違はないか？
◼ご本人に説明してもらう。同じ趣旨の質問を、時間をおいて、違う
角度から行ってみる。

◼説明された内容を忘れてしまうことがあるため、その都度説明する。

✓選択肢の提示する際の工夫ができているか？
◼比較のポイント、重要なポイントをわかりやすく示す。

◼文字にする。図や表を使う。＝ホワイトボードなども活用

✓他者からの「不当な影響」はないか？

適切な情報、環境、認識の下で意思が形成されることの支援

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン７頁参照
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意思表明支援のポイント

✓決断を迫るあまり、本人を焦らせていないか？
◼ 時間をかけてコミュニケーションを取る。
◼ 重要な意思決定の場合には、時間をおいて、再度、意思を確認する。
◼ 時間の経過や置かれた状況によって意思は変わりうることを許容する。

✓本人の表明した意思が、これまでの本人の生活歴や価値
観等から見て整合性があるか？
◼ これまでと異なる判断の場合には、より慎重に本人の意思を吟味する。
◼ 表面上の言葉にとらわれず、本人の心からの希望を探求する。

✓意思を表明しにくい要因や他者からの「不当な影響」はな
いか？
◼ 意思決定支援者の態度、人的・物的環境に配慮する。時には、いつものメ
ンバーとは異なる支援者が意思を確認してみることも必要。

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン７頁参照

形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

意思実現支援のポイント

自発的に形成され、表明された本人の意思※について、

✓本人の能力を最大限活用できているか？
✓意思決定支援チームが協働できているか？
✓活用可能な社会資源を適切に利用できているか？

実現それ自体より、本人と一緒に実現を目指していく
過程が重要。本人を抜きにして、何でも「やってあげる」
という姿勢は実現支援ではなく「代行決定」。

※他者から見て合理的かどうかを問うものではない。
※体験（小さな実現支援）を通じて意思形成され、過去の表
明内容が変更されることもある。

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン８頁参照

本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援
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障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定支援ガイドラインP11に筆者追記

事前準備

チームミーティング

①支援付き意思決定場面

②本人意思の推定・最善の解
釈場面
③(主観的)最善の利益場面

7

意思決定支援会議の実践に向けて

映像で学ぶ
～高次脳機能障害・
失語症のある

青木さんのストーリー～

厚生労働科学研究費補助金
障害者の意思決定支援の効果に関する研究班 制作・著作
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高次脳機能障害・失語症のある
青木さんのストーリー

⚫ 脳梗塞が原因で高次脳機能障害・失語
症になった６０代の男性

⚫ 以前はゴミ屋敷のような自宅で一人暮ら
しをしていたが、今年の夏に熱中症になり、
病院に緊急搬送された。

⚫ 言葉でのやりとりが難しいが、Aさんは身振
り手振りで何かを伝えようとすることもある。

⚫ 身寄りがないAさんの今後について、どのよ
うに支援していくかが関係者間の悩み。

9

意思決定支援会議の実現に向けた

働きかけ （約10分）

映像で学ぶ
～高次脳機能障害・失語症のある青木さんのストーリー～

厚生労働科学研究費補助金
障害者の意思決定支援の効果に関する研究班 制作・著作
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シーン１ ディスカッション
意思決定支援の実現に向けた働きかけ

① なぜ今回のシーンでは、青木さんは会議に入っていな
かったのでしょうか？どのような関係者の「思い込み」が
背景にあったか考えてみましょう。

② 青木さんは施設入所に「うなづいていた。」との馬場さん
の発言がありました。これは青木さんが施設入所を承諾
した意思決定と捉えるべきでしょうか？

③ 青木さんの意思決定を促進する「最適な環境（人・
場所・コミュニケーション方法等）」づくりのためにどんな
工夫が考えられますか？

11

そもそも会議の目的は何？

 本人には意思決定能力が
あることを常に推定

 本人と支援者は対等であり、
本人の希望や信条、価値
観が議論の中心に据えられ
る

 本人に対する合理的配慮
が十分に行われる

 最終的な決定権は「本人」

 本人には意思決定能力が
欠けている

 支援者による会議の結果、
本人はそれに従う

 高度に専門的な議論が行
われるため、本人は不参加。

 最終的な決定権は「支援
者」

意思決定支援型会議

（本人中心会議）

介入型会議
（支援者中心会議）

12
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Q 「意思決定支援」会議がうまく行かな
いのはなぜ？ －５つの疑問提起－

① 意思決定支援のコンセプトが共有されないまま、トラブル解決
（レスキュー型視点）のための議論に終始していませんか？
特に、障害がある、コミュニケーションがうまく取れない等をもって、
全般的な意思決定能力が無いと推定していませんか？

② 意思決定支援会議における目的を達成するためのルールや
支援者間の役割分担が十分に意識されていないのでは？

③ 本人の意思決定に対する支援よりも関係者の都合が優先
されていませんか？

④ 会議だけで全てを完結させようとしていませんか？
日常の意思決定支援や記録の収集が不十分では？

⑤ 意思決定主体である本人が「お客さん」になっていませんか？

13

Q チームの「対立」原因は何か？
ファシリテーション技術が求められる理由

① 人・団体の背景事情や価値観が異なることによる対立
→原則・例外のとらえ方や思考の手順が違うため、話が
かみ合わない

② 事実関係の有無を判断できないことから生じる対立
→誰かが事実を「否認」すると、事実の存在／不存在につ
いて合理的な説明ができず先に進めない

③ 基礎となる事実関係に対する評価の差から生じる対立
→評価基準の違いや経験則上の思い込みから、「〇〇と
いう事情なら、こうであるに違いない」と思ってしまう。

④ パワーバランスによる対立
→賛成・反対の人数、立場、その場の空気感によって、
議論の筋とは異なるところで結論が決まってしまう。

14
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ファシリテーションの観点から
事前準備の段階で共有しておきたいこと

 今回の会議における参加メンバーの確認

 意思決定支援の基本原則の確認

 ミーティングの目的とルールの確認
（すること・してはいけないこと・配慮すべきこと等）

 各参加者の役割の確認

→「ファシリテーター」（中立な立場）と本人の「アドボケイト役」

（本人視点にとことん立つ立場）を意識的に分ける

 本人による意思決定のベストチャンスを確保するために
必要な合意的配慮事項の確認

→本人にとって良い環境・時期・場所・対話する人

→本人にとって円滑なコミュニケーション方法

15

「意思決定支援」チーム
①基本メンバー

本人（意思決定者）
単独での意思決定に困難を抱える本人。

最終的な意思決定を行う。

ファシリテーター（調整役）
ミーティングの主催者。相談支援専門員、サービス管理責
任者等が想定される。
会議ルールに則りメンバー間の議論を促進させ、必要に応じ
て適切な介入を行う。

キーパーソン／アドボケイト
本人が信頼する者、当該意思決定に中心的に関与する必
要がある者（友人・家族・機関職員・後見人等）。
本人が意思形成・決定・表明することを促しつつ、必要に応
じて本人の意向を代弁するアドボケイトの役割を担う。

意思決定

支援責任者

16
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意思決定支援チーム
②状況に応じて関与が想定されるメンバー

福祉サービス・医療サービス提供者等
（ヘルパー・施設職員・保健師・看護師・医師・
言語聴覚士・新たなサービス提供者など）

本人の身近にいる人々
（家族・親族、友人、ボランティアなど）

地域社会で活動している人々
（大家・近隣住民・自治会メンバー・社協・NPO

職員・不動産業者・旅行業者など）
17

ご本人の価値観や選好を発見・収集する
ための個別面談 （約５分）

映像で学ぶ
～高次脳機能障害・失語症のある青木さんのストーリー～

厚生労働科学研究費補助金
障害者の意思決定支援の効果に関する研究班 制作・著作
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シーン２ ディスカッション
ご本人の価値観・選好の発見・収集

① 青木さんはどんなときに笑顔を見せていましたか？
なぜ笑顔が見られたのでしょうか？

② 一連のやり取りから考えられる、青木さんの好きなこと
（得意）・嫌いなこと（苦手）を挙げてみましょう。そ
れらの情報から、青木さんはどのような性格や価値観の
持ち主であると推測されますか？

③ 青木さんの選好・価値観を発見・収集することは、「意
思決定支援」のプロセスにおいて、どのような意味がある
と考えますか？

19

▪ タブレットやiPad

▪音
▪ボディーランゲージ
▪表情
▪目，頭，手の動き
▪姿勢
▪ マカトンサイン・手話
▪補助・代替コミュニケーション
(AAC) ex. トーキングマット
▪各種コミュニケーションツール
▪ ビジュアル（絵，文字，写真）等

パートナーとの多様な
コミュニケーション方法について

86

20
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トーキングマットを使ってみよう！

トーキングマットとは？英国で開発されたコミュ
ニケーション支援ツール
の一つ。

アドボケイトやソーシャ
ルワーカー、SLT（言語療
法士）等が、認知症高齢
者、学習障害・知的障害
のある人、その他記憶保
持やコミュニケーション
等に支障がある方に対
する支援で活用されて
いる。

虐待者や虐待内容の特
定、最善の利益に基づく
決定を行うために、トー
キングマットを利用して
聞き取りを行った結果が
保護裁判所に提出され
ることもある。

87

21

Improving Communication, Improving Lives

絵のスケール（Top Scale）

オプション
(Options)

トピック (Topic)

www.talkingmats.com 2020

聞き手
(Listener)

考える人
(Thinker)

©Talking Mats Ltd. 2020 & 

SDM-Japan（翻訳文）
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トーキングマットを楽しく効果的に進めるための７つのステップ

©Talking Mats Ltd. 2020 (原文を踏まえつつ追記：水島俊彦）

1 トピックと目的を

説明する

本日のトピック（テーマ）とマットを行う目的を説明しましょう。 例）「これからあな

たが～についてどう考えているかを確認するためにトーキングマットを行っていき

ますね。」

2 絵のスケールを定義する 絵のスケール（尺度）の意味を定義しましょう。スケールの意味は、あなたが何を

発見しようとしているかによって異なります。

例）好き・・・普通・・・嫌い 得意・・・まあまあ・・・苦手

やりたい・・・わからない・・・やりたくない

3 オプションカード
を手渡す

考える人（本人）の正面にマットを配置しましょう。オプション（選択肢）のカードを

１枚ずつ本人に渡し、本人に置いてもらいます。

考える人が自然体でリラックスできるように配慮しましょう。

4 表現を促すための
開かれた質問を
試みる

オプションカードを手渡す際にはできるだけ開かれた質問をします。

例）「～についてはどうですか？「～はどう感じていますか？」

待つことも大切です。身振り手振りや表情なども確認しましょう。

5 空白のカードを
活用する

ひととおりカードを渡した後に、「ほかに置いてみたいカードはありますか？」と聞

いてみましょう。希望があれば、何も書かれていない空白カードに、文字や絵を書

いて考える人に渡します。

6 内容を確認する

（カードの位置も

変更可能）

置かれたカードの内容を聞き手側が理解できているか確認しましょう。ネガティブ

な選択肢からポジティブな選択肢の順に確認します。 カードの位置も変更できる

ことを伝えましょう（本人のこころの微妙な変化が読み取れるかもしれません）。

7 記録し、次の行動
計画につなげる

今回の結果を他の人にも伝えたいかどうか、聞き手から関係者に伝えても良いか

どうか等を確認しましょう。次の行動計画につながったり、特定の選択肢カードを

テーマにしたサブマットへ移行することもあります。

セッションへの参加についての感謝の気持ちを伝えましょう。

青木さんのトーキングマット結果
24
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意思決定支援会議の実践 （約１０分）

映像で学ぶ
～高次脳機能障害・失語症のある青木さんのストーリー～

厚生労働科学研究費補助金
障害者の意思決定支援の効果に関する研究班 制作・著作

25

シーン３ ディスカッション
ご本人の価値観・選好の発見・収集

① 会議の冒頭で「ルール」の設定が行われた理由とその効
果について考えてみましょう。

② 後藤さん（本人の隣に座っていた元ヘルパー）は青木
さんの会議への実質的な参加を促すために、どのような
意思決定支援をしていましたか？仮に後藤さんのような
存在が周囲にいなかった場合は、どのように本人のアド
ボケイト役を確保しますか？

③ その他の参加者は、どのような意思決定支援上の工夫
をしていましたか？その効果は？

④ 青木さんが自宅に戻った後も意思決定支援を続けるこ
とになったのはなぜでしょうか？

26

25
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障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定支援ガイドラインP11

チームミーティング

①支援付き意思決定場面

②本人意思の推定・最善の解
釈場面
③(主観的)最善の利益場面

プレミーティング
（事前準備）

92

27

ファシリテーションを意識した
会議の進行方法の一例

ミーティング準備 イントロダクション
ファシリテーション型
の議論進行

・部屋の広さ
・周囲の環境
・席の配置
・飲食物の準備
・出席メンバー構成

・意思決定支援
の意義とルール説明
・メンバーの役割
・会議の進め方
・良好な雰囲気づくり

・検討内容の確認
・進捗状況の確認
・知識・経験の共有
・支援方法の確認
・不適切発言に対す
る適切な介入 93

南オーストラリア州権利擁護庁・支援付き意思決定
パイロットプロジェクト調査（撮影者：水島俊彦）

28
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ファシリテーションを意識した
会議の進行方法の一例

南オーストラリア州権利擁護庁・支援付き意思決定
パイロットプロジェクト調査（撮影者：水島俊彦）

基本的態度と質問 クロージング
次回ミーティングへ
の対策検討

・ミーティングのまとめ
・次回日程の確認
・謝辞
・まとめメモの送付
（後日）

・質問・進行の方法
が適切だったか
・本人の意思・希望
が十分読み取れたか
・次回メンバー検討
・スキルアップの情報

・傾聴スキル
・ストレングス視点
・本人の意思を引き
出す適切な質問
・本人との円滑な
コミュニケーション

94

29

支援付き意思決定時における

実践技法の例 傾聴

 最低限の励まし―「うんうん」、「そうだね」など

 オウム返し―ミラーリング

 感情の反射

 言い換え―リフレイミング

 焦点づけ

 開かれた質問と閉ざされた質問

 沈黙

 意味を見出す―語られてる内容に囚われず、本当の意味を探す

 対立化－本人に語っている内容の矛盾に直面させる

 要約

支援付き意思決定の核心は、本人の奥底にある

希望(感情)を引き出すこと30

29

30
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基本姿勢＝傾聴（Active Listening）

繰り返す& 

言い換える

開かれた質問と閉じられた
質問を活用する

要約する &

明確化する

先入観をもたない
否定しない 途中で話を遮ったり、

気が散るようなことを
しない

関心と共感を
もって聴く

感情を
読み取る

話し手に
集中する

言語外の振る舞いを
観察する

反応する &

振り返る

傾聴とは、相互理解を促進するための、相手に対する聴き方と反応
の方法をいう。 by Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA

31

32

31

32
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①理解・②記憶保持・③比較検討・④表現の各要素を踏まえて、意思決定支援
が尽くされても「どうしても意思決定や意思確認が困難な状態」といえるか？

自己決定・意思確認は可能

1.意思決定能力の存在推定

2.本人による意思決定のための実行可能なあらゆる支援

3.不合理にみえる意思決定≠意思決定能力に欠けること

5. 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

6. 最終手段かつ必要最小限度の介入 他者が決定・
介入する領域
（代行決定）

本人が決める領域
（支援付き意思決定・
意思決定支援）

行為ごとの本人の能力＋支援者の意思決定支援力

意思形成・表明・
（実現）支援

4. 意思推定
(代行決定)

法的保護の観点から、これ以上
決定を先延ばしできない場合

どうしても
困難

確実性ある 推定すら不可

推定可

明確な根拠
に基づく

確実とは
いえない

支援付き意思決定と代理代行決定
～意思決定の領域とプロセスの全体像～

意思決定能力・意思決定支援への課題を感じる場合→意思決定能力アセスメント

表明された（又は推定される）意思が、「本人にとって見過ごすことのできない
重大な影響を生ずる」確実性はあるか？

７. 原則１に戻る

ver.３

本人の信条・選好・価値観を最大限尊重した

意思決定支援の限界
34

※「重大な影響」といえるかどうかは、
• 本人が他に取り得る選択肢と比較して明らかに本人にとって不利益な選択肢
といえるか

• 一旦発生してしまえば、回復困難なほど重大な影響を生ずるといえるか
• その発生の（高い）可能性・・・（高度の）蓋然性があるか
等の観点から慎重に検討される必要があります。

本人の示した意思は、それが他者を害する場合や、本人にとって見
過ごすことのできない重大な影響（※）が生ずる場合でない限り、
尊重される。

これらのプロセスを踏めばあらゆる本人の意思決定（及び意思決定支援）
が許容される、というわけではありません。

例）自宅での生活を続けることで本人が基本的な日常生活すら維持できない場合
本人が現在有する財産の処分の結果、基本的な日常生活すら維持できないような場合

認知症の人の日常生活・社会生活にお
ける意思決定支援ガイドラインP３参照

33

34
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②本人意思の推定
（意思と選好の最善の解釈）

③本人の最善の利益の追求

障害福祉サービスの提供等に係る意思決定支援
ガイドライン研修

本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合の・・・

本人意思の推定すら困難な場合の・・・

意思決定に向けた
支援プロセス続き
映像で学ぶ意思決定支援
－実践に向けたポイント－

35

①理解・②記憶保持・③比較検討・④表現の各要素を踏まえて、意思決定支援
が尽くされても「どうしても意思決定や意思確認が困難な状態」といえるか？

自己決定・意思確認は可能

1.意思決定能力の存在推定

2.本人による意思決定のための実行可能なあらゆる支援

3.不合理にみえる意思決定≠意思決定能力に欠けること

5. 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

6. 最終手段かつ必要最小限度の介入 他者が決定・
介入する領域
（代行決定）

本人が決める領域
（支援付き意思決定・
意思決定支援）

行為ごとの本人の能力＋支援者の意思決定支援力

意思形成・表明・
（実現）支援

4. 意思推定
(代行決定)

法的保護の観点から、これ以上
決定を先延ばしできない場合

どうしても
困難

確実性ある 推定すら不可

推定可

明確な根拠
に基づく

確実とは
いえない

支援付き意思決定と代理代行決定
～意思決定の領域とプロセスの全体像～

意思決定能力・意思決定支援への課題を感じる場合→意思決定能力アセスメント

表明された（又は推定される）意思が、「本人にとって見過ごすことのできない
重大な影響を生ずる」確実性はあるか？

７. 原則１に戻る

ver.３

本人の信条・選好・価値観を最大限尊重した

35

36



19

支援付き意思決定からの移行場面
－意思決定能力アセスメント－

②本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合
→本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者の
サービス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、
これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根拠を明確にしなが
ら障害者の意思及び選好を推定する。

③本人の意思推定すら困難な場面

→最後の手段として、本人の最善の利益を検討。

・・・では、どこまでの支援を尽くせば【どうしても困難】と言いうるのか？

障害福祉サービス等の
提供に係る意思決定
支援ガイドライン P５

支援付き意思決定の場面からの移行が検討されるべき場面

37

意思と選好に基づく最善の解釈と
（主観的）最善の利益

映像で学ぶ

～本人の意思を推定し、
本人にとっての最善の利益の追求
を図るために行うべきこと～

38

37

38
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～重度知的障がいのある
Kさんのストーリー～

⚫ ３０代の男性で居住移転が課題となって
いるケース

⚫ 言葉は表出できないが、ブザーを使用する
ことで一定の理解を示すことが可能

⚫ 意思決定能力アセスメントの結果、居住移
転に関する能力が欠けると判断された。

⚫ 市の担当者（SW）は、両親との距離が
近いことが本人のために良いだろうと考え、近
所のグループホームへの転居を提案。

39

ワーク内容

検討点

Q1

本人がブザーを押す／押さない意味は何だと思
いますか？

Q2

本人の意思を推定するにあたって、サポートワー
カーはどのような根拠を提示していますか？

39

40
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①理解・②記憶保持・③比較検討・④表現の各要素を踏まえて、意思決定支援
が尽くされても「どうしても意思決定や意思確認が困難な状態」といえるか？

自己決定・意思確認は可能

1.意思決定能力の存在推定

2.本人による意思決定のための実行可能なあらゆる支援

3.不合理にみえる意思決定≠意思決定能力に欠けること

5. 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

6. 最終手段かつ必要最小限度の介入 他者が決定・
介入する領域
（代行決定）

本人が決める領域
（支援付き意思決定・
意思決定支援）

行為ごとの本人の能力＋支援者の意思決定支援力

意思形成・表明・
（実現）支援

4. 意思推定
(代行決定)

法的保護の観点から、これ以上
決定を先延ばしできない場合

どうしても
困難

確実性ある 推定すら不可

推定可

明確な根拠
に基づく

確実とは
いえない

支援付き意思決定と代理代行決定
～意思決定の領域とプロセスの全体像～

意思決定能力・意思決定支援への課題を感じる場合→意思決定能力アセスメント

表明された（又は推定される）意思が、「本人にとって見過ごすことのできない
重大な影響を生ずる」確実性はあるか？

７. 原則１に戻る

ver.３

本人の信条・選好・価値観を最大限尊重した

本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生
活の場面や事業者のサービス提供場面における表
情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、こ
れまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握
し、根拠を明確にしながら障害者の意思及び選好
を推定する。

障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定支援ガイドラインP４

「本人の自己決定や意思確認がどうし
ても困難な場合」の対応

42

41

42
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本人意思の推定（本人の
意思と選好に基づく最善の解釈）を行うには？

 本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好

等の情報を把握する。

 本人の日常生活における意思表示の方法や表情、感情、行動から

読み取れる意思について記録・蓄積する。

 本人をよく知る関係者（支援チーム）が、関連情報を複合的視点

で評価する。

障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定支援ガイドラインP15,17参照

・生活環境

・他者との関係性

・意思表示方法

・本人の表情・感
情・行動

関連情報
の発見・
収集

• 情報の確かさ

• 情報の新鮮さ

• 事実の詳しさ

• 複合的視点に
よる吟味

関連情報
の評価
（信頼性）

合理的に
推定される
本人の意思
の認定

43

①理解・②記憶保持・③比較検討・④表現の各要素を踏まえて、意思決定支援
が尽くされても「どうしても意思決定や意思確認が困難な状態」といえるか？

自己決定・意思確認は可能

1.意思決定能力の存在推定

2.本人による意思決定のための実行可能なあらゆる支援

3.不合理にみえる意思決定≠意思決定能力に欠けること

5. 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

6. 最終手段かつ必要最小限度の介入 他者が決定・
介入する領域
（代行決定）

本人が決める領域
（支援付き意思決定・
意思決定支援）

行為ごとの本人の能力＋支援者の意思決定支援力

意思形成・表明・
（実現）支援

4. 意思推定
(代行決定)

法的保護の観点から、これ以上
決定を先延ばしできない場合

どうしても
困難

確実性ある 推定すら不可

推定可

明確な根拠
に基づく

確実とは
いえない

支援付き意思決定と代理代行決定
～意思決定の領域とプロセスの全体像～

意思決定能力・意思決定支援への課題を感じる場合→意思決定能力アセスメント

表明された（又は推定される）意思が、「本人にとって見過ごすことのできない
重大な影響を生ずる」確実性はあるか？

７. 原則１に戻る

ver.３

本人の信条・選好・価値観を最大限尊重した

43

44
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「本人意思の推定すら困難な場合」の
対応

1.（本人の立場からみた）メリット・デメリットの検討
最善の利益は、複数の選択肢について、本人の立場に立って考えられるメ
リットとデメリットを可能な限り挙げた上で、比較検討することにより導く。

2.相反する選択肢の両立可能性の模索
二者択一の選択が求められる場合においても、一見相反する選択肢を両
立させることができないか考え、本人の最善の利益を追求する。

3.自由の制限の最小化
行動の自由を制限することが本人にとっての最善の利益であるとしても、他
に選択肢がないか、制限せざるを得ない場合でも、その程度がより少なくて
すむような方法が他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。そ
の場合、本人が理解できるように説明し、本人の納得と同意が得られるよう
に、最大限の努力をすることが求められる。

障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定支援ガイドラインP５

最後の手段として、関係者が協議し、本人にとっての最善の利益を判断せざ
るを得ない場合がある。

45

「最善の利益」に基づく代理代行決定を
行う前に考慮すべきこと

 本人自身が最善の利益を判断する過程に参加・関与できるように促す

 決定に関わるあらゆる状況を考慮する（＋バランスシートアプローチ）

 本人の価値観（要望・感情・信仰等）を見極める

 本人の年齢や、容貌、様子や行動などからの思い込みによる決定を避ける

 本人の意思決定能力の回復の可能性を考え、緊急でない限り本人の意思

決定を待つ

 生命維持装置に関する意思決定については、本人の生活の質に関する推測をして

はならず、本人に死をもたらしたいとの動機に動かされてもならない

 本人に関わる適切な人物に接触し、本人に関する情報を取得する

 本人への権利制限をできるだけ避ける
英国MCA2005

行動指針参照

46

45

46
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本人の意向・感情・価値観を重視した
「最善の利益」に基づく代理代行決定

◆「最善の利益」自体の定義は設けられていない。

→人それぞれの価値観は違うため、一般論として決め
められるものではない。

× 周囲（後見人・隣人・支援者）の思惑

× 「自分ならこうする」「この方が本人のためだ」という
第三者的・倫理的な価値観＝「客観的」最善の利益

○ 「本人の意向・感情・価値観を最大限尊重するこ
とを前提に他の要素も考慮＝「主観的」最善の利益

→「最善の利益」に基づく場合、本人の推定意思に
反してでも第三者の介入が許容される場合があり
うる。権利侵害のリスクがあるため、チームによる複
合的視点での、信頼できる根拠に基づく慎重な吟
味が必要。

注意！ 最善の利益はあくま
でも「代理代行決定」の場面
で用いるものであって、「支援
付き意思決定」の場面で用い
られるべきではありません。

47

代理代行決定の限界

これらのプロセスを踏めばあらゆる代理代行決定が許容される、という
わけではありません。

＜出来ない行為の例＞
⚫ 結婚，養子縁組，離婚，離縁，といった身分行為の代理
⚫ 法律上の権限又は裁判所の許可を得なければできない代理行為

例）「意思能力」が欠けている本人の預貯金の引出・口座の維持管理 、
不動産その他金融資産の処分

「意思能力」が欠けている本人の賃貸借契約、施設入所契約

↓

成年後見制度の活用

改正民法第３条の２ 法律行為の当事者が意
思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は、無効とする。

48

47

48
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法的保護・権利擁護の観点から
「介入」せざるを得ない場面とは？

49

⚫ 他者を害する状態（例：意図的かつ重大な（※１）権利侵害・犯罪行為）
⚫ 本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生ずる状態（例：
深刻なセルフネグレクト、他者からの虐待、自殺未遂の反復） 等

司法機関・行政機関・医療機関等による
法的保護・権利擁護のための「介入」もありうる（※２）

※１ 他者の権利との緊張関係があることのみをもって、直ちに「他者を害する」と安易に解釈
すべきではない。

※２ 刑法、刑事訴訟法、精神保健福祉法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法等

の各法令要件に該当するか否かによって判断される。ただし、意思決定支援・
代理代行決定のプロセスは可能な限り尊重されるべき。

以下のような状態が生ずる可能性が高い場合又は現に発生している場合で、かつ、
これ以上決定を先延ばしできない場合には、第三者が介入せざるを得ないこともあります。

参考資料

49

50
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認知症の人の
日常生活・社会生活における
意思決定支援ガイドライン研修

のご案内

認知症の人の意思決定支援のあり方に関する研究事業 編

51

研修プログラム

形式 時間 主な内容 目 標

講義 60

①認知症の解説
②倫理的な課題とその扱い方
の解説

③ガイドラインの解説

意思決定支援の
必要な場に気づく
ことができる

グループ

ワーク❶
60

日常生活における
意思決定支援に関する事例
（導入講義+DVD⑴）

本人の段階に応じた
適切な支援ができる

グループ

ワーク❷
60

社会生活における
意思決定支援に関する事例
（導入講義+DVD⑵）

▶多職種で検討する
ことができる

▶支援に関する記録
を記述できる

51

52
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DVD ➊
（意思決定支援のプロセス；日常生活編）

【ストーリー】

▶山田さんの認定調査を控え、ケアマネジャーが山田さん宅を訪問。

▶自転車でホームセンターに行こうとする山田さんを実娘が心配している。

意思決定支援ガイドライン
研修講師用のテキスト

厚労省老人保健健康増進等事業

認知症の人の意思決定支援ガイドライン研修講
習会テキスト

http://ham-ken.com/wp/?page_id=1340

https://www.chukyo-
u.ac.jp/research_2/news/2019/03/013612.html

厚生労働科学研究費補助金 障害者の意思決定
支援の効果に関する研究 分担研究報告書（曽
根）

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援
ガイドラインモデル研修テキスト

https://mhlw-
grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNu
m=201817008A
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https://www.chukyo-u.ac.jp/research_2/news/2019/03/013612.html
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201817008A
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意思決定支援に関する参考文献のご紹介

名川勝・水島俊彦・菊本圭一（編著）

事例で学ぶ

福祉専門職のための意思決定支援ガイドブック
（中央法規／２０１９．１２）

各種意思決定支援ガイドラインの関係性や活用事例を知りたいなら・・・

公益財団法人 日本社会福祉士会（編）

意思決定支援実践ハンドブック：「意思決定支援の
ためのツール」活用と「本人情報シート」作成
（民事法研究会／２０１９．７）

日本福祉大学権利擁護研究センター (監修),

平野隆之・田中千枝子・佐藤彰一・上田晴男・小西加保留 (編集)

権利擁護がわかる意思決定支援:法と福祉の協働
（ミネルヴァ書房／２０１８．６）

意思決定支援のためのツールや本人情報シートの使い方を知りたいなら・・・

意思決定支援と権利擁護の理論的考察・本質に関心があるなら・・・
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